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結-２． 今後の検討課題 

 

最後に、本研究成果を踏まえて発展させるための残された課題について述べて、結びとする。 

(1)コンジョイント手法の実用化に向けた技術課題の検討 

第Ⅰ部の歴史的建築物の価値評価手法の開発において行ったコンジョイント手法の検討につ

いては、本手法が様々な条件を設定できることから有力な手法の一つとして扱い、ケーススタ

ディにより実適用に向けた前提条件の整理を行った。しかしながら本手法は、統計処理に当た

って複雑な計算式を用いる必要があるなど、営繕事業や自治体の現場において担当者がそのま

ま用いるには限界があり、本研究においても分析・処理・解釈における技術的課題の明確化を

図るにとどまった。こうしたことから、研究成果を踏まえて引き続き簡便な手法の開発等の実

用化に向けて検討が行われることが望まれる。 

 

(2)歴史的建造物の価値を生かした官庁営繕ビジネスモデルの検討 

歴史的建築物の改修に関する官庁営繕事業については、財政制約の増大により停滞がみられ

る状況にある。本課題を開発した価値評価手法もいわば潜在的な価値を計測する手法であり、

その大小は直接に得られる事業収入を示すものではない。そこで、例えば PFI 等の手法を組み

合わせて民間資金を導入するなどにより、こうした価値を顕在化して歴史的建築物の改修とま

ちの活性化を進める手法の開発が望まれる。 

 

(3)歴史的建造物の保全・活用を生かしたまちづくり・中心市街地活性化 

近年、地方都市における集約型の都市構造の実現が、都市政策上の重要課題となっている。

そのため、その中心部において魅力と賑わいのある中心市街地の再整備が求められており、歴

史的建築物の活用が果たす役割が大きい。本課題では、基本的には単体建築の保全・活用を対

象として技術開発をおこなったが、こうした事業をまちづくりに積極的につなげる手法の検討

が望まれる。 

なお、2005（平成 17）年に施行された景観法では、市街地での良好な景観形成の推進が盛り

込まれ、同時に都市再生モデル事業においても歴史的価値を有するランドマーク的な建築物の

保存・改修に対する取り組みが行われるようになった。また、2008（平成 20）年には「地域に

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が成立し，地域における歴史的風致の維持及

び向上を図るため、主務大臣による基本方針の策定、市町村が作成する歴史的風致維持向上計

画の認定制度の創設と計画に基づく開発行為等についての関係法律の特例措置、都市計画にお

ける歴史的風致維持向上地区計画の制度の創設等の措置を講ずるなどの規程が盛り込まれた。

これにより、これまで国宝や重要文化財に指定された建物の解体修理や修復などのみが対象だ

った補助事業に対して、未指定の建造物でも市町村が定めた重点区域内にある重要な役割を果

たしているものについては「歴史的風致形成建造物」として復原や修理、買収などを補助事業
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